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令和８年５月２０日庁議資料 

区 民 部 

 

区内店舗支援事業の実施等について 

 

１ 令和８年度区内店舗支援事業の実施について 

⑴ 目的 

現下の経済変動により影響を受けている区内店舗に対し、割引やおまけな

どの消費者還元サービスに係る経費等を補助するとともに、店舗における環

境に配慮した取組、合理的配慮に係る取組などの社会的課題に対する取組を

促進するため、令和８年度区内店舗支援事業を実施する。 

 

⑵ 対象 

中小企業基本法に定める中小企業者（個人事業者及び同規模の法人を含

む。）が営む区内の店舗 

 

⑶ 補助対象経費等 

  キャンペーンの実施に要する以下の経費 

 区分 上限額（補助率） 

ア 商品割引、サービス品

の提供事業に係る経費 

還元金額相当分 15 万円（10／10） 

イ 原材料購入等経費 原材料等、電力・ガス 10 万円（1／10） 

社会的課題に対する

取組にかかる経費 

5 万円（1／2） 

 

⑷ 事業スケジュール 

  ア 申請期間       令和８年５月１８日から６月２４日まで 

イ キャンペーン実施期間 令和８年７月１日から９月３０日まで 

  ウ 実績報告書類提出締切 令和８年１０月１５日まで 

  エ 補助金支給時期    実績報告書類提出後、随時支給 

 

２ 令和７年度区内店舗支援事業の実施結果 

⑴ 事業実施期間 令和７年７月１日から９月３０日まで 

⑵ 補助件数   ５２０件 

⑶ 補助総額   １１７，８７０千円 
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３ その他：定額減税補足給付金（不足額給付）の実施結果 

⑴ 給付対象及び給付額 

 ア 不足額給付Ⅰ 

令和７年の「不足額給付額」算出時点の調整給付所要額が、令和６年に

給付した「当初調整給付額」を上回る者に対し、当該上回る額を「不足額

給付額」として給付を行った。 

イ 不足額給付Ⅱ 

「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」において、定額減税・

低所得者世帯向け給付金のいずれにも該当しない者に対し、４万円の給付

を行った。 

⑵ 実施期間 

令和７年７月 18 日から 10 月 31 日まで 

⑶ 対象者数 

  23,643 人 

⑷ 支給件数 

  20,638 件 

 


